
富士見市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

１ 改正の趣旨 

水道法の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者の更新及び指定給水装置

工事事業者証再交付事務に係る手数料の追加を行うもの。 

 

 

２ 改正内容 

（１）第３４条の改正 

 〇水道法施行令の条ずれによる変更。 

 

（２）別表第３の改正 

 〇給水装置工事事業者指定手数料に（指定の更新を含む）と付け加える。 

 

（３）別表第３の改正 

 〇給水装置工事事業者証の再交付手数料を追加する。 

 

（４）その他 

 〇必要な文言整理 

 

 

 

３ 施行期日 

  公布の日（別表第３の改正については、令和２年４月１日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 



 

富士見市水道事業給水条例（昭和６２年条例第８号）新旧対照表 

新 旧 

（給水装置の新設等の申込み） 

第４条 給水装置の新設、改造、修繕（水道法（昭和32年法律第177号。以下

「法」という。）第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な

変更を除く。）又は撤去（以下「新設等」という。）をしようとする者は、市長

の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければ

ならない。 

 

（加入申込金の減免） 

第５条の２ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる

額を前条第１項及び第２項の加入申込金から減免するものとする。 

（１）～（５） （略） 

 

（給水の原則） 

第１３条 （略） 

２ 前項の規定により給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及

び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、

この限りでない。 

３ （略） 

 

（水道使用者等の管理上の責任） 

第２２条 （略） 

２ 前項の規定による申出がない場合においても、市長が必要と認めたときは、

（給水装置の新設等の申込み） 

第４条 給水装置を新設、改造、修繕（水道法（昭和32年法律第177号。以下

「法」という。）第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な

変更を除く。）又は撤去（以下「新設等」という。）をしようとする者は、市長

の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければ

ならない。 

 

（加入申込金の減免） 

第５条の２ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる

額を前条第１項     の加入申込金から減免するものとする。 

（１）～（５） （略） 

 

（給水の原則） 

第１３条 （略） 

２ 前項の     給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及

び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、

この限りでない。 

３ （略） 

 

（水道使用者等の管理上の責任） 

第２２条 （略） 

２ 前項の規定による申出がなくても     、市長が必要と認めたときは、



 

修繕その他必要な措置をすることができる。 

３ （略） 

 

（給水装置及び水質の検査） 

第２３条 市長は、給水装置   又は供給する水の水質について、水道使用者

等から検査の請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。 

２ （略） 

 

（料金の算定） 

第２６条 料金は、隔月定例日（料金算定の基準日として、あらかじめ市長が定

めた日をいう。）にメーターの点検を行い、使用水量をまとめて計量し、その

計量した使用水量をもってその日の属する月の前月及び前々月の料金として

算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、市長は定例日以外の日に

点検を行うことができる。 

２ （略） 

 

（給水装置の基準違反に対する措置） 

第３４条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施

行令（昭和３２年政令第３３６号）第６条に規定する給水装置の構造及び材質

の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその

者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止す

ることができる。 

 

２ （略） 

 

 

修繕その他必要な措置をすることができる。 

３ （略） 

 

（給水装置及び水質の検査） 

第２３条 市長は、給水装置の機能又は供給する水の水質について、水道使用者

等から検査の請求があったときは検査を行い、その結果を請求者に通知する。 

２ （略） 

 

（料金の算定） 

第２６条 料金は、隔月定例日（料金算定の基準日として、あらかじめ市長が定

めた日をいう。）にメーターの点検を行い、使用水量をまとめて計量し、その

計量した使用水量をもって計量日の属する月の前月及び前々月の料金として

算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、市長は定例日以外の日に

点検を行うことができる。 

２ （略） 

 

（給水装置の基準違反に対する措置） 

第３４条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施

行令（昭和３２年政令第３３６号）第５条に規定する給水装置の構造及び材質

の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその

者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止す

ることができる。 

 

２ （略） 

 

 



 

 （給水装置の切離し） 

第３６条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要と

認めたときは、給水装置を切り離すことができる。 

（１） 給水装置の所有者が90日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者

がないとき。  

 （２） （略） 

 

 

別表第２（第２５条、第２８条関係） 

 

別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （給水装置の切離し） 

第３６条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要と

認めたときは、給水装置を切り離すことができる。 

（１） 給水装置所有者 が90日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者

がないとき。  

 （２） （略） 

 

 

別表第２（第２５条、第２８条関係） 

 

別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表第３（第３１条関係）                        

メーター口径 

項目 

20ミリメー

トルまで 

50ミリメートル

まで 

50ミリメートルを

超えるもの 

設計審査手数料（1件につき） ２，０００円 ３，０００円 ４，０００円 

工事検査手数料（1回につき） ３，０００円 ７，０００円 １０，０００円 

閉栓手数料（1件につき） ２，０００円 ３，０００円 ４，０００円 

臨時使用申込手数料（1件につき） ２，０００円 ３，０００円 ４，０００円 

給水装置工事事業者指定手数料

（指定の更新を含む。）（1件につき） 
１０，０００円 

給水装置工事事業者証の再交付

手数料（1件につき） 
５，０００円 

給水装置工事（非指定給水装置工

事事業者施行）確認検査手数料（1

件につき） 

２４，０００円 

メーター試験（1件につき） １，０００円 

消火演習立会い（1回につき） ２，０００円 

各種証明（1件につき） ２００円 
 

別表第３（第３１条関係）                  （単位：円） 

メーター口径 

項目 

20ミリメー

トルまで 

50ミリメートル

まで 

50ミリメートルを

超えるもの 

設計審査手数料（1件につき） ２，０００ ３，０００ ４，０００ 

工事検査手数料（1回につき） ３，０００ ７，０００ １０，０００ 

閉栓手数料（1件につき） ２，０００ ３，０００ ４，０００ 

臨時使用申込手数料（1件につき） ２，０００ ３，０００ ４，０００ 

給水装置工事事業者指定手数料 

       （1件につき） 
１０，０００ 

給水装置工事（非指定給水装

置工事事業者施行）確認検査

手数料（1件につき） 

２４，０００ 

メーター試験（1件につき） １，０００ 

消火演習立会い（1 回につ

き） 
２，０００ 

各種証明（1件につき） ２００ 

 

 

 

 



別表第２（第２５条、第２８条関係） 

 

（新） 

用途区分 料金 

 

 

口径 

基本料金 

（１月につき） 

超過料金 

使用水量 料金 使用水量 １立方メートル

につき 

一般用 １３ミリメートル １０立方メートルま

で 

９００円   

２０ミリメートル ９７０円 １０立方メートルを超え２０立方メートルまでの分 １１５円 

２５ミリメートル １，２００円 ２０立方メートルを超え４０立方メートルまでの分 １４５円 

３０ミリメートル ３，３００円 

４０ミリメートル ５，５００円 ４０立方メートルを超え１００立方メートルまでの分 １８０円 

５０ミリメートル ９，３００円 １００立方メートルを超え５００立方メートルまでの分 ２２０円 

７５ミリメートル １６，７００円 

１００ミリメートル ３１，０００円 ５００立方メートルを超える分 ２６０円 

１５０ミリメートル ５８，９００円   

公衆浴場用  １００立方メートル

まで 

６，０００円 １００立方メートルを超える分 ６０円 

臨時用  ２０立方メートルま

で 

５，８００円 ２０立方メートルを超える分 ２９０円 

 

 



別表第２（第２５条、第２８条関係） 

 

 

（旧） 

用途区分 料金 

 

 

口径 

基本料金 

（１月につき） 

超過料金 

基本水量 料金 使用水量 １立方メートル

につき 

一般用 １３ミリメートル １０立方メートルま

で 

９００円   

２０ミリメートル ９７０円 １０立方メートルを超え２０立方メートルまでの分 １１５円 

２５ミリメートル １，２００円 ２０立方メートルを超え４０立方メートルまでの分 １４５円 

３０ミリメートル ３，３００円 

４０ミリメートル ５，５００円 ４０立方メートルを超え１００立方メートルまでの分 １８０円 

５０ミリメートル ９，３００円 １００立方メートルを超え５００立方メートルまでの分 ２２０円 

７５ミリメートル １６，７００円 

１００ミリメートル ３１，０００円 ５００立方メートルを超える分 ２６０円 

１５０ミリメートル ５８，９００円   

公衆浴場用  １００立方メートル

まで 

６，０００円 １００立方メートルを超える分 ６０円 

臨時用  ２０立方メートルま

で 

５，８００円 ２０立方メートルを超える分 ２９０円 
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